“ふじのくに”規制改革会議
（地域振興局地域振興課）

１　要旨
・本県では、地方創生に向けた魅力ある地域づくりを進めていく上で、地域ニーズに即応した地方創生施策と規制改革を両輪で推進する観点から、既存の「美しい“ふじのくに”まち・ひと・しごと創生県民会議」の分科会組織として、平成28年度に“ふじのくに”規制改革会議を設置しており、令和３年度は２月に書面により開催した。

・全国では、静岡県のほか、兵庫県、鳥取県、徳島県で設置している。

２　本県独自の“ふじのくに”規制改革会議の設置

・県と35市町がそれぞれ会議を設置することによる事務の重複を解消するため、地方版規制改革会議を県・市町が共同で設置・運営し、魅力ある地域圏の形成に向けた取組のより一層の強化を図る。

３　会議の開催状況
	年月日
	会　　議
	年月日
	会　　議

	H29. 1.12 
	第１回規制改革会議本部会議
	H31. 2. 6
	第４回規制改革会議本部会議

	H29. 3.17 
	第１回規制改革会議中部地域会議
	R 2. 2. 5
	第５回規制改革会議

	H29. 8. 9 
	第２回規制改革会議本部会議
	R 3. 2
	第６回規制改革会議（書面）

	H30. 3.14 
	第３回規制改革会議本部会議
	R 4. 2
	第７回規制改革会議（書面）


＊令和元年度から地域会議を本部会議に統合

４　これまでの主な提案・対応結果

（１）提案内容

	分野
	主な提案内容
	件数

	土地利用
	農地法の手続きに係る地元農業委員への事前説明の撤廃
	92

	産業振興
	産業廃棄物処理施設の設備入替に係る許可申請手続の簡素化
	32

	健康福祉
	病院等管理者の兼任に係る県基準の緩和
	23

	その他
	スプリンクラー設置基準の見直し
	22

	計
	169


	
	対応予定
	規制を維持
	継続
検討
	回答待ち
	合計

	
	
	現行制度内で対応可能と確認
	条件を満たせば可能性あり
	対応

困難
	
	
	

	規制

緩和
	
	17
	17
	26
	28
	５
	３
	96

	
	県・市町
規制
	14
	14
	23
	20
	２
	０
	73

	
	国規制
	３
	３
	３
	８
	３
	３
	23

	その他

＜予算要望・施策提言＞
	３
	21
	13
	33
	３
	０
	73

	合　　計
	20
	38
	39
	61
	８
	３
	169


（２）提案内容ごとの対応結果（第７回までの累計）

※規制緩和に関する提案96件のみ会議で審議。

（３）対応されることとなった主な提案（県・市町の規制の緩和に関する提案）

	
	提案内容
	対応状況
	備考

	１
	市町農業振興計画の円滑な実施のため、農業振興地域整備計画変更事務取扱要領（県事務取扱要領）を改正し、小規模な市町農振計画変更に係る県事務協議手続きの簡略化を提案する。

①青地編入（全面積）について、県との事前協議は書面協議の形式的審査とする。

②小規模（申請面積が30ａ以下の件目のみ）の青地除外について、県との事前協議は書面協議の形式的審査とする。
	県事務取扱要領を改正し、手続きを簡略化した。

①青地編入について、事前協議を書面協議の形式的審査に変更した。

②青地除外について、書類審査・現地調査は引き続き行うが、現地調査を写真等での確認に代えられる場合には、省略することとした。
	

	２
	市町の都市計画決定において、協議時間短縮及び事務手続きの簡略化のため、県や市の上位計画に一致した都市計画であれば、事務的な負担が増加しないように配慮し、非法定事務である下協議、事前協議を省略したり、本協議における土木事務所への協議を不要とするなど手続きの簡略化を提案する。
	本庁と土木事務所が、同じ項目についてそれぞれが説明や資料の提出を求めることがないように、各機関が審査すべき事項（責任分担）を明確化した「協議の視点」を作成し、事務処理を改善した。
	市提案

	３
	特別養護老人ホームの医務室（医療法に規定する「診療所」）の管理者兼任に際して病院等管理者となることができるのを、２箇所としている県の基準を緩和していただきたい。
	それぞれの施設の規模、特性、開設時間や施設間の距離、当該地域に他に管理者となる医師がいない等、個別の実情に応じて、複数管理が認められる場合考えられる。

このため、保健所における丁寧な対応に努めるとともに、県通知の改正等について、検討を進めていく。
	

	４
	焼却施設等と比較して環境への影響が少ない破砕施設等の入替えに当たり、たとえば同程度以下の処理能力の設備に入替える場合で、かつ、周辺住民とのトラブルが過去にない場合には手続きを簡素化していただきたい。
	文献等により、設備入替えによる生活環境への影響の変化がないと確認できる場合には、生活環境影響調査を省略できる可能性があると考えられることから、事前協議、条例手続きなどの手続簡素化について、詳細かつ具体的に検討を進めていく。
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